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第１章 計画策定の趣旨

「北海道健康増進計画」の計画期間（令和６年度（2024年度）～令和１７年度（2035
年度））に合わせ、 令和１８年（2036年）３月３１日までとします。

第３ 計画期間

１ 策定の趣旨
及び背景

○「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」に基づき、道民
の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
的に推進するため策定。

２ 計画の位置
づけと他計画
との連携及び
画期間

○「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づく都道府県計画。
○「新・北海道総合計画」（安心で質の高い医療・福祉サービスの強
化）分野における「道民の一人ひとりの生涯を通じた健康づくりの推
進と疾病の予防」に位置づけ。 ○「北海道健康増進計画」及び「北海
道医療計画」と整合性を図りながら推進。
○令和６年度から令和17年度までの12年間。

３ 基本方針と
目指す方向

○全ての道民の健康の維持増進が図られるよう支援する環境づくりを
行うことを基本方針とする。
○生涯にわたって食べる楽しみを享受できる生活の実現を目指す。

４ 推進体制と
進行管理

○ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯
を経時的にとらえた健康づくりをいう。）に基づく取組の推進。
○各施策の適切なPDCAサイクル（計画・実行・評価・改善）に沿った
取組の実施により、計画の進行管理。
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第２章 歯科保健医療推進のための施策
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第３章 歯科保健医療サービスの提供のための基盤整備
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